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パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
と
は
、
市
が
計
画
や
条
例

を
策
定
す
る
と
き
に
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
募

集
し
、
寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
考
慮
し
な
が
ら
最
終

案
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
寄
せ
ら
れ
た
意
見
に
対

す
る
市
の
考
え
方
も
あ
わ
せ
て
公
表
し
て
い
く
一
連

の
手
続
き
の
こ
と
で
す
。
下
記
の
計
画
の
策
定
に
あ

た
り
、
み
な
さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

■
意
見
を
提
出
で
き
る
人

①
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人

②
市
内
に
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を
有
す
る
個
人

お
よ
び
法
人
そ
の
他
の
団
体

③
市
内
に
通
勤
ま
た
は
通
学
し
て
い
る
人

④
市
に
対
し
て
納
税
義
務
を
有
す
る
人

⑤
こ
の
事
案
に
関
し
て
利
害
関
係
を
有
す
る
人

■
計
画（
案
）の
閲
覧

お
よ
び
意
見
申
出
書
用
紙
の
配
布
場
所

▽
市
役
所
本
庁  

各
担
当
部
署 

▽
山
川
支
所 

市

民
サ
ー
ビ
ス
係  

▽
高
田
支
所 

市
民
サ
ー
ビ
ス
係

※
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開
し
ま
す
。

■
意
見
の
提
出
方
法

申
出
書
に
住
所
、
氏
名（
ま
た
は
団
体
名
と
そ

の
代
表
者
名
）、
電
話
番
号
を
明
記
の
う
え
、
意

見
を
記
入
し
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

❶
郵
送 

❷
フ
ァ
ク
ス 

❸
電
子
メ
ー
ル 

❹
担
当
部

署
ま
た
は
各
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
係
へ
提
出

※
閲
覧
お
よ
び
意
見
を
提
出
す
る
場
合
の
受
付

時
間
は
、
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時（
土
、
日
、

祝
日
を
除
く
）

■
意
見
の
公
表

提
出
さ
れ
た
意
見
と
、
そ
れ
に
対
す
る
市
の
考

え
を
ま
と
め
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
表
し
ま

す
。
個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

みなさんのご意見（パブリックコメント）を募集します

意
見
を
募
集
す
る
案
件

【
第
6
期
み
や
ま
市
障
が
い
福
祉
計
画
・

第
2
期
み
や
ま
市
障
が
い
児
福
祉
計
画（
案
）】

今
後
3
年
間（
令
和
3
～
5
年
度
）の
障
が
い
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量
な
ど
に
関
す
る
計
画
で
す
。

■
募
集
期
間　
３
月
５
日
㈮
～
３
月
25
日
㈭

■
担
当
部
署

〒
８
３
５
・
８
６
０
１

み
や
ま
市
瀬
高
町
小
川
５
番
地

み
や
ま
市
役
所  

福
祉
事
務
所

　
　
　
　
　

 

福
祉
総
務
・
障
が
い
福
祉
係

（
℡
６
４
・
１
５
３
０
）（
Fax
６
４
・
１
５
１
９
）

電
子
メ
ー
ル

　shakaifukushi@
city.m

iyam
a.lg.jp

【
第
２
期
み
や
ま
市
食
育
推
進
計
画（
案
）】

食
育
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に

推
進
す
る
た
め
の
計
画
で
す
。

■
募
集
期
間　
３
月
３
日
㈬
～
３
月
17
日
㈬

■
担
当
部
署

〒
８
３
５
・
８
６
０
１

み
や
ま
市
瀬
高
町
小
川
５
番
地

み
や
ま
市
役
所  

健
康
づ
く
り
課  

健
康
係

（
℡
６
４
・
１
５
１
５
）（
Fax
６
４
・
１
５
４
８
）

電
子
メ
ー
ル

　kenkou@
city.m

iyam
a.lg.jp

所得税・市県民税の申告期限等に関するお知らせ
問 税務課 市民税係 （℡64-1511）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、
所
得
税
確
定
申
告
等

の
申
告
期
限
が
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

延
長
後
の
申
告
お
よ
び
納
付
期
限
は
令
和
３
年
４
月
15
日
㈭
で
す
。
こ
れ
に

伴
い
、
み
や
ま
市
で
は
税
務
署
か
ら
の
出
張
窓
口
と
市
職
員
に
よ
る
市
県
民
税

申
告
の
窓
口
を
設
け
ま
す
。

※
税
務
課
窓
口
や
山
川
・
高
田
支
所
で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

■
期
間

3
月
16
日
㈫
～
4
月
15
日
㈭（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

■
時
間

午
前
9
時
～
午
前
11
時
30
分
、
午
後
1
時
～
午
後
4
時

■
場
所

み
や
ま
市
役
所
本
庁 

西
館
4
階 

第
3
会
議
室

健康ポイント事業の申請をした人へお知らせします
問 健康づくり課 国保年金係 （℡64-1529）

■
記
念
品
の
送
付

健
康
ポ
イ
ン
ト
事
業
の
記
念
品
は
、
簡
易

書
留
で
郵
送
し
ま
す
。
３
月
上
旬
か
ら
、
各

家
庭
に
届
き
始
め
る
見
込
み
で
す
。

軽自動車・バイク・農耕用作業車などの名義変更はお早めに
問 税務課 市民税係 （℡64-1511）

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
、
４
月
１
日
現
在
登
録
の
車
両
所
有

者
に
課
税
し
ま
す
。

廃
車
や
譲
渡
な
ど
の
場
合
は
、
早
め
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
原
動
機
付
自
転
車（
１
２
５㏄
以
下
に
限
る
）

お
よ
び
農
耕
用
作
業
車
な
ど（
ト
ラ
ク
タ
ー
・
コ
ン
バ
イ
ン
な
ど
）

▼
廃
車
手
続
き

車
両
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
、
本
庁
税
務
課
市
民
税
係
ま
た
は

各
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
係
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
紛
失
し
た
場
合
は
、
本
庁
税
務
課
の
み
で

の
廃
車
手
続
き
と
な
り
ま
す
。
印
鑑
を
持
参
く
だ
さ
い
。

※
他
市
町
村
登
録
の
車
両
の
廃
車
手
続
き
は
、
本
庁
税
務
課
の
み

で
可
能
で
す
。
来
庁
時
に
は
所
有
者
住
所
・
氏
名
、
車
名
、
車
台

番
号
な
ど
を
確
認
の
う
え
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
持
参
く
だ
さ
い
。

▼
譲
渡（
名
義
変
更
）手
続
き

車
両
を
譲
渡
し
た
場
合
、
廃
車
手
続
き
と
同
様
に
、
交
付
さ
れ

て
い
る
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
返
却
が
必
要
で
す
。
そ
の
後
に
新
所

有
者
で
の
登
録
と
な
り
ま
す
。
前
所
有
者
か
ら
の
譲
渡
証
明
書
、

新
所
有
者
の
印
鑑
を
持
参
く
だ
さ
い
。

▼
手
続
き
の
際
は
、
窓
口
に
来
庁
す
る
人
の
本
人
確
認
が
で
き
る

書
類（
免
許
証
、
保
険
証
な
ど
）を
持
参
く
だ
さ
い
。

■
健
康
ポ
イ
ン
ト
事
業
抽
選
会

12
ポ
イ
ン
ト
以
上
た
め
た
人
の
中
か
ら
、
２

月
２
日
㈫
に
行
っ
た
抽
選
で
当
選
し
た
20
人

に
、
５
千
円
分
の
お
買
物
券
を
差
し
上
げ
ま

す
。
な
お
、
記
念
品
と
あ
わ
せ
て
発
送
し
、

当
選
の
発
表
は
発
送
を
も
っ
て
代
え
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

記
念
品
が
届
か
な
い
場
合
の
問
い
合
わ
せ

▼
３
月
14
日
㈰
ま
で
＝

大
牟
田
郵
便
局

（
℡
０
５
７
０
・
９
４
３
・
４
０
０
。

午
前
８
時
～
午
後
６
時
）

▼
３
月
15
日
㈪
以
降
＝

み
や
ま
市
役
所 

国
保
年
金
係

（
℡
６
４
・
１
５
２
９
）

▲厳正な抽選を行いました

【
１
２
５
cc
を
超
え
る
バ
イ
ク
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
】

▼
九
州
運
輸
局
福
岡
運
輸
支
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
留
米
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

（
℡
０
５
０・５
５
４
０・２
０
８
１
）

【
軽
自
動
車
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
】

▼
軽
自
動
車
検
査
協
会 

福
岡
主
管
事
務
所 

久
留
米
支
所

（
℡
０
５
０・３
８
１
６・１
７
５
２
）

大
牟
田
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

所
得
税
、
消
費
税
お
よ
び
贈
与
税
の
確
定
申
告
は
申
告
・
納
付
期
限

が
令
和
3
年
4
月
15
日
㈭
ま
で
延
長
と
な
り
ま
し
た
。

※
eイ
ー
タ
ッ
ク
ス

︲
T
a
x
を
利
用
し
て
自
宅
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
告
で
き

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問
大
牟
田
税
務
署（
℡
５
２・３
２
４
５
）

▼
税
務
署
職
員
は
1
人
で
の
対
応
で
す
の
で
、
所
得
税
確
定
申
告
に
つ

い
て
は
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
来
場
者

多
数
の
場
合
は
、
時
間
前
に
受
付
を
終
了
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
せ
き
・
発
熱
等
の
症
状
が
あ
る
人
や
、
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
人
は
来

場
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

▼
収
支
内
訳
書
や
医
療
費
明
細
書
な
ど
、
必
要
書
類
の
作
成
は
事
前
に

済
ま
せ
て
か
ら
お
越
し
く
だ
さ
い
。
未
作
成
の
場
合
は
申
告
相
談
を
受

け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。


